
を
得
て

地
域
発
展
が
は
か
り
得
る
と
判
断
し
、

設
置
が
予
定
さ
れ
て
い

る
横
浜
市
も
賛
成
し
た
。

負
担
に
つ

い

て

は
、

敷
地
の

ほ
か
、

建
築
費
五

〇

万
円
、

設
備
費
・

初
度
調
弁
費
二

五
万
円
、

計
七
五
万
円
を
地
元
で

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

横
浜
市
が
四
五
万
円
、

県
が
県
有
地（
一

三

万
円

）

と
三

〇
万
円
計
四
三

万
円
を
、

そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

そ
の

た
め
に

県
は
、

こ

の

時
か
ぎ
り
で

「
勧
業
資
金

」「
土
木
資
金

」
の

二

特
別
会
計
を
廃
止
し
、

そ
の

資
金
を
設
立
の

た
め
の

「
教
育
寄
附
金

」
に

充
当
し
て
一

七
－
二
一

年
度
に

支
出
す
る
こ

と
と
し
た
。

ま
た
、

翌
一

七

年
に
は
さ
ら
に

「
秀
才
教
育
積
立
基
金

」
を
も
廃
し
て
、

そ
の

資
金
を
同
様
に

充
当
す
る
こ

と
と
し
た
う
え
、

「
議
決
事
件
及
分
担
収
入
ノ

区
分
中

改
正
ノ

件
」
に

「
教
育
寄
附
金
」
の
一

項
を
追
加
し
、

そ
の

分
担
は
「
市
郡
連
帯
前
々

年
度
十
二

月
末
日

現
在
戸
数
ニ

割
合
分
担
」
と
定
め
た
。

た

だ
し
、

こ

れ
に
つ

い

て
は
、

県
会
で
、

郡
部
は
高
工
か
ら
受
け
る
利
益
が
少
な
い

の

で
、

「
市
部
戸
数
ハ

郡
部
戸
数
ノ

二

倍
ヲ

分
担
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

」

を
付
け
加
え
る
べ

き
だ
と
の

修
正
意
見
が
出
さ
れ
て
い

る
。

高
等
商
業
学
校
は
戦
後
の
一

九
一

一

年
度
か
ら
建
設
さ
れ
た
が
、

こ

こ

で
は
創
立
費
八
七
万
円
を
中
央
と
地
元
が
折
半
し
、

地
元
分
四
三
万
五
〇

〇
〇
円
の

う
ち
一

八
万
円
を
県
、

一

八
万
円
と
土
地
を
横
浜
市
が
負
担
し
た
。

県
の

負
担
分
は
、

や
は
り
「
教
育
寄
附
金
」
と
い

う
か
た
ち
で

当
初

一

一

年
度
か
ら
一

三

年
度
ま
で

各
六
万
円
ず
つ

支
出
さ
れ
た（『
県
会
史
』
第
五
巻

二

五
二

ペ

ー
ジ

）。

こ

の

時
も
や
は
り
、

市
部
と
郡
部
の

負
担
割
合

が
郡
部
議
員
か
ら
問
題
と
さ
れ
、

財
務
調
査
会
に
は
か
っ

て

決
め
る
よ
う
希
望
意
見
が
述
べ

ら
れ
て

い

る
が
、

そ
の

結
果
は
不
明
で

あ
る
。

な
お
、

右
二

校
と
は
性
質
が
ち
が
う
が
、

や
は
り
商
工

業
の

発
展
を
背
景
に
一

九
一

九
年
に

商
工

実
習
学
校
が
設
置
さ
れ
た（『
県
会
史
』
第
五
巻

二
一

一

－
二
一

三
ペ

ー
ジ

）。

こ

れ
は
、

横
浜
市
の

安
部
幸
兵
衛
の

寄
付
金
一

〇
〇
万
円
を
神
奈
川
県
商
工

実
習
学
校
資
金
特
別
会
計
と
し
、

こ

の

う
ち

五
〇
万
円
を
創
設
費
と
し
、

残
り
を
維
持
基
金
・

作
業
資
金
と
す
る
ほ
か
、

授
業
料
や
国
庫
補
助
金
な
ど
を
維
持
費
と
す
る
も
の

で

あ
る
。

お
そ
ら

く
、

一

〇
〇
万
円
と
い

う
金
額
が
一

個
人
か
ら
寄
付
さ
れ
た
例
は
、

こ

れ
ま
で

皆
無
で

あ
り
、

そ
れ
が
特
別
会
計
と
し
て

商
工
業
の

実
習
学
校
が
設

置
・

維
持
さ
れ
る
と
い

う
の

も
、

こ

の

時
期
な
ら
で

は
の

こ

と
と
い

う
べ

き
で

あ
ろ
う
。
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郡
制
廃
止
の

事
後
処

理

郡
は
そ
れ
自
体
の

事
業
は
小
さ
か
っ

た
か
ら
、

郡
役
所
の

資
産
な
ど
を
県
に

移
す
く
ら
い

で
、

廃
止
が
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
財
政
上

の

問
題
を
も
た
ら
し
た
と
は
い

え
な
い

が
、

県
会
で

は
、

郡
道
の

県
道
移
管
と
郡
営
学
校
の

県
移
管
が
議
論
の

的
と
な
っ

た
。

お

そ
ら
く
全
国
的
に

も
、

神
奈
川
県
と
し
て

も
、

郡
制
廃
止
の

事
後
処
理
と
し
て
は
、

郡
道
の

う
ち
ど
れ
ほ

ど
を
（
府
）
県
道
に

昇
格
移
管
し
う
る
か

が
最
大
の

問
題
で

あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

内
務
省
と
し
て
は
、

全
国
的
に

六
㌫
だ
け
を
昇
格
さ
せ
る
の

に
と
ど
め
る
と
い

う
方
針
を
も
っ

て

厳
選
し

て
お
り
、

県
と
し
て

は
そ
れ
に

従
え
ば
、

一

六
八
線
二

〇
〇
余
里
の

郡
道
中
、

わ
ず
か
一

五
－
一

六
線
、

二

五

－
二

六
里
程
度
し
か
昇
格
し
え
な
い

こ

と
に

な
る
と
予
想
さ
れ
、

郡
部
議
員
は
県
と
、

県
は
内
務
省
と
そ
れ
ぞ
れ
積
極
的
に

交
渉
し
、

結
局
、

二

七
線
五
一

里
余
が
決
定
し
た
。

そ
の

た

め
に
一

九
二

三
（
大
正
十
二

）
年
度
追
加
予
算
と
し
て
、

維
持
費
一

里
当
た
り
三

〇
〇
円
で

約
一

万
五
〇
〇
〇
円
が
計
上
さ
れ
た
（『
県
会
史
』
第
五
巻

四
一

四
ペ

ー
ジ

）。

郡
道
と
な
ら
ん
で

問
題
と
な
っ

た
の

は
、

郡
営
四
学
校
の

県
へ

の

移
管
で

あ
っ

た
。

当
時
、

県
内
に

は
足
柄
上
郡
農
林
学
校
・

愛
甲
郡
実
科
高
等

女
学
校
・

同
郡
農
業
学
校
・

津
久
井
郡
蚕
業
学
校
の

四
つ

の

郡
営
学
校
が
あ
っ

た
。

そ
れ
ら
は
「
何
れ
も
貧
弱
を
極
め
県
営
な
ど
到
底
覚
束
な
い

事

情
に

あ
る
も
教
育
分
布
の

点
と
地
元
町
村
民
の

奮
発
に
よ
り
」（
同
書
　
三

九
三
ペ

ー
ジ

）、

右
の

う
ち
は
じ
め
の

二

校
が
県
移
管
と
決
ま
っ

た
。

「
地

元
の

奮
発
」
と
い

う
の

は
、

移
管
に

際
し
て

地
元
か
ら
設
備
の

拡
張
費
を
寄
付
し
た
こ

と
を
さ
し
て

お
り
、

県
と
し
て
は
二

三

年
度
予
算
連
帯
の

部

に

そ
れ
ぞ
れ
一

万
円
余
、

一

万
三

〇
〇
〇
円
余
を
計
上
し
て

両
校
移
管
に

対
処
し
て
い

る（
同
書
　

四
〇
七
ペ

ー
ジ

）。
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第
三
節
　
財
政
の

実
態

一

　
県
歳
出

財

政

規

模

大
正
期
の

県
の

財
政（
歳
出
）
規
模
は
、

明
治
末
期
の

二

八
〇
－
二

九
〇
万
円
よ
り
や
や
下
が
っ

た
二

三

〇
－
二

五
〇
万
円
程
度
の

水
準
に

停
滞
し
て

い

た
前
半
と
、

三

〇
〇
↓
五

〇
〇
↓
九
〇
〇
万
円
と
急
膨
張
し
て
い
っ

た
後
半
と
い

う
顕
著
な
コ

ン

ト
ラ
ス

ト

を
示
し
て
い

る
（
表
四
－

四
五

）。
前
半
期
最
小
規
模
の
一

九
一

三
（
大
正
二

）
年
と
後
期
最
後
の
二

二
（
大
正
十
一

）
年
と
を
く
ら
べ

る
と
、

こ

の
一

〇

年
間
に

四
・

一

倍
の

膨
張
と
な
る
。

こ

の

う
ち
、

前
半
期
の

大
部
分
は
第
一

次
大
戦
期
で

あ
り
、

後
半
は
戦
後
好
況
か
ら
不
況
の

時
期
に

当
た
っ

て

い

る
か
ら
、

右
の

動
き
が
一

方
で

は
そ
う
し
た
日

本
の

社
会
全
体
の

動
向
に

左
右
さ
れ
つ

つ
、

同
時
に
、

前
節
で
み
た
県
内
政
治
行
政
に

よ
っ

て

も

た
ら
さ
れ
た
も
の

で

あ
る
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い

で

あ
ろ
う
。

三

部
お
の

お
の

の

大
き
さ
は
、

多
少
上
下
し
つ

つ

も
前
半
期
に
は
連
帯
八
〇
万
円

台
、

市
部
四
〇
万
円
台
、

郡
部
一

〇
〇
万
円
前
後
と
い

ず
れ
も
停
滞
し
て

お
り
、

し
た
が
っ

て

相
対
的
な
大
き
さ
も
三
五

㌫
、

二

〇
㌫
、

四
五
㌫
程

度
に

固
定
し
て
い

た
。

と
こ

ろ
が
、

三

部
そ
れ
ぞ
れ
の

後
半
期
の

膨
張
の

速
さ
の

差
が
大
き
く
、

し
た
が
っ

て

比
率
も
大
き
く
変
わ
る

こ

と

と

な

る
。

た
と
え
ば
、

一

三

年
と
二

二

年
と
を
く
ら
べ

て

み
る
と
、

連
帯
七
八
万
円
（
三

六
㌫
）↓
四
三

〇
万
円
（
四
八
㌫
）、

市
部
四
四
万
円
（
二

〇
㌫
）↓

一

五
〇
万
円
（
一

七
㌫

）、
郡
部
九
六
万
円
（
四
四
㌫

）↓
三
二

〇
万
円（
三

六
㌫
）
と
い
っ

た
具
合
で

あ
る
。

連
帯
は
こ
の

間
に
五
・

五
倍
膨
張
し
た
の

に
、

市
部
・

郡
部
と
も
三
・

四
倍
に
と
ど
ま
っ

た
た
め
、

こ

う
し
た
差
が
生
じ
た
の

で

あ
り
、

二

〇
年
に
は
そ
れ
ま
で
一

位
に

あ
っ

た
郡
部
を
ぬ
い
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て
、

連
帯
が
三

部
中
最
大
の

シ

ェ

ア

を
占
め
、

そ
の

後
ま
す
ま
す
そ
の

開

差
を
ひ
ろ
げ
て
い

く
。

こ

う
し
て
、

大
正
後
半
期
の

県
財
政
の

膨
張
が
、

連
帯
に

よ
っ

て

牽
引
さ
れ
て
い

た
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

そ
こ

で
、

連

帯
の

な
か
の

何
が
こ

う
し
た
独
走
を
も
た
ら
し
た
の

か
が
、

次
の

問
題
と

な
る
が
、

そ
の

前
に

前
期
・

後
期
に
わ
た
っ

て

県
の

歳
出
全
体
が
い

か
な

る

様
相
を
示
し
て
い

る
の

か
を
検
討
し
て
お
こ

う
。

県
の

全
歳
出

以
下
、

歳
出
・

歳
入
の

検
討
に
つ

い

て
は
、

大
戦
直
前

の
一

九
一

三
（
大
正
二

）
年
と
震
災
直
前
の

二

二

（
大
正

十
一

）
年
を
と
り
あ
げ
る
こ

と
に

す
る
が
、

大
戦
中
は
金
額
・

パ

タ
ー
ン

と
も
戦
前
か
ら
の

そ
れ
を
引
き
継
い

で
い

る
の

で
、

あ
え
て

と
り
あ
げ
る

必
要
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、

表
四
－

四
五
に

示
さ
れ
て
い

た
が
、

一

二

年
の

支
出
額
が
一

三

年
以
後
の

数
年
に

く
ら
べ

て

大
幅
に

大
き
い

の

は
、

明
治
末
の

災
害
復
旧
の

た
め
の

土
木
費
お
よ
び
県
庁
舎
建
築
費
が
、

そ
れ
ぞ
れ
一

〇
〇
万
円
お
よ
び
三
二

万
円
と
き
わ
だ
っ

て

大
き
か
っ

た
こ

と
に

よ
っ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

は
じ
め
に

県
歳
出
全
体
に
つ

い

て
、

表
四

－

四
六
を
掲
げ
よ
う
。

ま
ず
、

支
出
費
目
で

新
た
に

追
加
さ
れ
た
の

は
、

わ
ず
か
に

名
勝
旧
蹟

表4－45　財政規模（歳出） 円，（％）

注　『神奈川県統計書』より作成
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表4－46　県歳出（全体）

注　『神奈川県統計書』より作成。科目名は『県統計書』による（以下，同じ）。

©神奈川県立公文書館



保
存
補
助
費
と
県
吏
員
職
員
恩
給
金
補
充
費
（『
資
料
編
』16

近
代
・

現
代
（6）
九
九

）、

都
市
計
画
地
方
委
員
会
費
、

恩
賜
賑
恤
基
金
の

み
で

あ
り
、

そ
の

い

ず
れ
も
〇
㌫
な
い

し
一

㌫
未
満
で
、

支
出
構
造
に
は
な
ん
の

影
響
も
与
え
て
い

な
い
。

大
正
期
県
財
政
の

支
出
構
造
の

大
枠
に
は
、

変
化
は
な

か
っ

た
の

で

あ
る
。

で
は
、

既
存
の

費
目
に
つ

い

て
は
ど
う
か
。

表
四
－

四
六
で
み
る
か
ぎ
り
、

県
全
体
の

歳
出
費
目
の

構
成
に

も
あ
ま
り
大
き

な
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

と
い
っ

て

も
、

土
木
費
な
ど
は
年
ご
と
に

金
額
が
大
き
く
動
き
、

そ
の

た
め
全
体
の

構
成
比
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ

と
に

な
る
の

で
、

確
定
的
な
こ

と
は
い

え
な
い

が
、

そ
れ
で

も
、

金
額
の

大
き
な
費
目
と
そ
の

変
化
を
と
り
出
し
て

み
る
と
、

以
下
の

よ
う
に

な
っ

て
い

る
。

土
木
費
・

市
町
村
土
木
補
助
費
五

四

万

円
（
二

五
㌫
）
↓
三

〇
六
万
円
（
三

四
㌫
）、

警
察
費
・

同
庁
舎
建
築
修
繕
費
五
二

万
円
（
二

四

㌫
）
↓
二

四
〇
万
円
（
二

七
㌫

）、

教
育
費
・

同
補
助
費
三

六
万
円
（
一

七
㌫
）
↓
一

五
三

万
円
（
一

七
㌫
）、
勧
業
費
・

同
補
助
費
一

九
万
円
（
九
㌫
）

↓
八
七
万
円
（
一

〇
㌫
）、
県
債
費
一

九
万
円
（
九
㌫
）
↓
二
一

万
円（
二

㌫
）。
金
額
は
む
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
膨
張
し
て
い

る
な
か
で

も
、

土
木
費
が

大

き
く
伸
び
て

比
率
を
高
め
、

県
債
費
が
金
額
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、

し
た
が
っ

て
比
率
が
大
き
く
下
が
っ

て
い

る
の

が
目
立
つ
。

し
か
し
、

全
体

の

順
位
は
ま
っ

た
く
変
わ
ら
ず
、

両
年
と
も
こ

れ
ら
が
一

位
か
ら
五
位
を
占
め
て
、

そ
れ
だ
け
で

八
四
㌫
と
九
〇
㌫
と
な
っ

て
い

る
の

で

あ
る
。

こ

の

う
ち
、

県
債
費
の

低
下
に
つ

い

て
は
、

省
略
し
た
他
の

年
の

数
値
か
ら
み
て

大
正
期
を
通
じ
て
の

傾
向
と
い
っ

て

よ
い

が
、

土
木
費
の

増
大
は
そ

う
は
い

え
ず
、

年
次
を
ず
ら
す
と
一

九
一

四
・

一

五

年
な
ど
は
三
一

㌫
、

三

八
㌫
な
ど
と
な
っ

て
い

る
か
ら
、

傾
向
的
な
増
大
で

な
い

こ

と
が
わ
か

る
。

ち
な
み
に
、

明
治
後
期
に

は
上
位
三

者
は

同
じ
で

あ
っ

た
が
、

県
債
費
や

県
庁
舎
建
築
修
繕
費
・

郡
役
所
費
が
四
位
な
い

し
五
位
な
ど
と
な
っ

て
い

た
。

し
た
が
っ

て
、

そ
れ
と
対
比
す
る
と
、

大
正
期
は
勧
業
費
の

地
位
が
高
ま
っ

た
こ

と
に

特
徴
が
あ
る
と
い

う
こ

と
に

な
る
。

連

帯

歳

出

連
帯
歳
出
は
、

一

九
一

二

（
大
正
元
）
年
を
別
に

す
る
と（
県
歳
出
全
体
検
討
の

さ
い
、

述
べ

て

お
い

た
こ

の

年
の

臨
時
的
な
支
出
、

す
な
わ

ち
明
治
末
の

災
害
の

復
旧
費
と
県
庁
舎
建
築
修
繕
費
と
が
こ

こ

に

入
っ

て
い

る

）、
前
半
期
に

八
〇
万
円
、

後
半
期
に
一

〇
〇
万
円
台
か
ら

四
〇
〇
万
円
台
へ

と
膨
張
し
て
い

る
の

は
、

前
述
の

と
お
り
で

あ
る
。

全
体
を
通
じ
て

教
育
費
が
中
心
で
、

勧
業
関
係
費
・

土
木
費
・

警
察
費
な
ど
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が
続
い

て
い

る
こ

と
に

変
わ
り
は
な

い

が
、

し
か
し
そ

れ
ぞ
れ
の

構
成
は

か
な

り
変
わ
っ

て
い

く（
表
四
－

四

七
）。
ま
た
、

大
正

期
に

新
た
に
全
体

の

県
歳
出
に

追
加

さ
れ
た
前
述
四
費

目
の

う
ち
、

名
勝

旧
蹟
保
存
補
助
費

と
県
吏
員
職
員
恩

給
金
補
充
費
と
恩

賜
賑

恤
基
金
と

が
、

こ

こ

の

所
管

で
あ
る
の

み
な
ら

表4－47　連帯歳出

注　『神奈川県統計書』より作成
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ず
、

す
ぐ
次
に

み
る
よ
う
に
、

勧
業
費
が
こ

こ

で
は
大
き
く
伸
び
て

い

る
。

し
た
が
っ

て
、

あ
ま
り
変
化
の

な
い

よ
う
に
み
え
た
県
全
体
の

歳
出
の

う
ち
で

も
比
較
的
変
わ
っ

た
部
分
は
、

ほ
と
ん
ど
こ

の

連
帯
で

生
じ
て
い

る
と
い

う
こ

と
に

な
る
。

連
帯
歳
出
の

中
心
と
な
る
教
育
関
係
費
は
、

は
じ
め
の
三

〇
万
円
台
か
ら
の

ち
一

五
〇
万
円
余
へ

と
膨
張
し
て
い

る
が
、

構
成
比
は
四
五
㌫
か
ら

三
五

㌫
へ

と
一

〇
ポ
イ
ン

ト

も
下
が
っ

て

い

る
。

こ

れ
は
省
略
し
た
他
の

年
を
考
慮
す
る
と
、

明
ら
か
に

傾
向
的
な
も
の

で

あ
る
。

代
わ
っ

て

増
え

て
い

る
の

は
、

何
よ
り
も
ま
ず
六
万
円
（
八
㌫
）
か
ら
一

〇
〇
万
円
（
二

七
㌫
）
へ

と
一

七
倍
に
な
り
、

構
成
比
で
二

〇
ポ
イ
ン

ト
近
く
上
昇
し
た
土

木
費
で

あ
る
。

む
ろ
ん
土
木
費
は
上
下
の

波
が
あ
る
が
、

し
か
し
こ

こ

で

も
省
略
し
た
年
を
考
慮
に

入
れ
れ
ば
、

明
ら
か
に

趨
勢
的
な
も
の

で

あ
る

と
い
っ

て
よ
い
。

こ

れ
に

次
い

で
、

警
察
費
や
勧
業
関
係
費
な
ど
が
数
ポ
イ
ン

ト
ず
つ

構
成
比
を
高
め
て
い

る
が
、

と
く
に

勧
業
費
は
、

明
治
後
期

に

は
三

－
四
㌫
し
か
占
め
て
い

な
か
っ

た
の

で

あ
っ

て
、

そ
れ
と
対
比
す
れ
ば
、

こ

こ

に
こ

そ
特
色
が
あ
る
と
い

い

う
る
し
、

前
述
し
た
県
の

歳
出

全
体
に

認
め
ら
れ
た
同
じ
傾
向
は
、

実
は
連
帯
に

由
来
し
て
い

た
こ

と
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。

土
木
費
に
つ

い

て

は
、

連
帯
で
カ
バ

ー
す
る
領
域
が

増
加
し
た
う
え
に
、

た
と
え
ば
橋
梁
を
木
材
か
ら
鉄
材
に

切
り
か
え
る
傾
向
が
こ

の
こ

ろ
か
ら
強
ま
っ

た
こ

と
な
ど
が
ひ
び
い

て
い

る
。

勧
業
関
係
費
の

増
加
は
、

年
と
と
も
に

産
業
奨
励
策
が
拡
充
さ
れ
て
い

く
た
め
で

あ
っ

て
、

明
治
後
期
に
は
勧
業
会
費
・

測
候
所
費
、

お
よ
び
勧
業

諸
費
程
度
だ
っ

た
の

に
、

大
正
期
に

入
っ

て

水
産
試
験
場
・

原
蚕
種
製
造
所
・

種
畜
場
・

穀
物
検
査
所
な
ど
の

諸
施
設
を
は
じ
め
、

林
業
・

耕
地
整
理
・

土

地
改
良
の

各
事
業
と
い
っ

た
第
一

次
産
業
関
係
の

ほ
か
、

内
外
販
路
拡
張
奨
励
費
ま
で

登
場
し
て
い

る
か
ら
で

あ
る
。

こ

れ
ら
は
、

大
正
期
に

入
っ

て

県
が
直
接
手
が
け
る
産
業
奨
励
政
策
が
に
わ
か
に

活
発
化
し
た
こ

と
を
示
し
て
い

る
。

さ
ら
に

『
資
料
編
』16

近
代
・

現
代
（6）
の

所
収
資
料
、

三

二

八
「
畜
産
補
助
規
程
」、
三
二

九
「
桑
園
改
良
増
殖
奨
励
費
交
付
規
則
」、

三

三

〇
「
製
糸
改
良
奨
励
補
助
規
則
」、

三
三
二

「
遠
洋
漁
業
奨
励
金

交
付
ノ

件
」、
三
三
四
「
主
要
穀
物
改
良
奨
励
規
則
」、
三
三

六
「
養
蚕
組
合
設
置
奨
励
規
則
」、
三
三

七
「
町
村
農
業
技
術
員
設
置
補
助
規
則
」、
三

四
一

「
神
奈
川
県
農
会
農
業
倉
庫
補
助
規
則
」、

三

四
二

「
米
麦
増
収
競
作
奨
励
規
則
」、

三

四
三

「
農
事
実
行
組
合
設
置
奨
励
規
則
改
正

」、
三

四
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七
「
地
方
改
善
奨
励
規
程
」
な
ど
、

こ

の

時
期
に

簇
生
し
て
い

る
農
業
生
産
力
向
上
を
中
心
と
し
た

市
町
村
や
各
種
組
合
を
対
象
と
す
る
奨
励
金
や
補

助
金
の

大
部
分
は
、

お
そ
ら
く
経
常
部
勧
業
費
の

な
か
の

勧
業
諸
費
（
項
）
勧
業
諸
費
（
目
）
な

い

し
臨
時
部
勧
業
補
助
費
の

な
か
に

計
上
さ
れ
て
い

る
の

で

あ
ろ
う
。

市
部

歳
出

四
〇
万
円
か
ら
一

五
〇
万
円
へ

と
膨
張
し
た
市
部
歳
出
（
表
四

－

四
八

）
で
、

大
正
期
に

起
こ
っ

た

最
大
の

変
化

は
、

一

九
二

〇（
大
正
九
）
年
か
ら
土
木
費
が
姿
を

消
し
た
こ

と
で

あ
ろ
う
。

こ

れ
は
大
正
期
に
は
四

－
六
万
円
（
構
成
比
一

〇
㌫
前
後
）、

多
い

時
（
一

八

年
）
に
は
一

二

万
円
（
一

八
㌫
）
を
占
め
て
い

た
の

で
あ
る
か
ら
、

こ

れ
が
歳
出
か
ら
消
え
る
の

は
、

市
部
と
し
て
は
大
事
件
だ
っ

た
と
思
わ

れ

る

の

に
、

『
県
会
史
』
第
五

巻
で

は
詳
細
に

知
る

こ

と

表4－48　市部歳出

注　『神奈川県統計書』より作成
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は
で

き
な
い
。

お
そ
ら
く
、

こ

の

年
か

ら
横
浜
市
内
の

土
木
費
は
、

す
べ

て

横

浜
市
が
管
轄
す
る
こ

と
に

な
っ

た
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
が
、

確
か
で

な
い
。

こ

の

た
め
、

も
と
も
と
市
部
歳
出
は
警
察

費
が
大
き
な
部
分
を
占
め

て

い

た

の

に
、

い
っ

そ
う
そ
の

比
率
が
高
ま
っ

て

八
〇
㌫
を
こ

え
る
に
い

た
っ

て
い

る
。

と
い
っ

て

も
、

む
ろ
ん
相
対
的
に

増
加

し
た
に

と
ど
ま
ら
ず
、

絶
対
的
に

も
警

察
費
は
三

〇
万
円
未
満
か
ら
一

三

〇
万

円
へ

と
四
倍
以
上
に

増
加
し
て
い

る
。

こ

の

時
期
は
、

都
市
化
の

進
展
、

人
口

増
加
、

社
会
問
題
発
生
お
よ
び
人
件
費

高
騰
な
ど
で

警
察
費
膨
張
時
代
だ
っ

た

の

で

あ
る
。

こ

れ
ら

以
外
の

費
目
に

は
、

あ
ま
り
み
る
べ

き
変
化
は
な
く
、

表4－49　郡部歳出

注　『神奈川県統計書』より作成
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た
だ
一

九
一

九
年
か
ら
都
市
計
画
地
方
委
員
会
費
が
新
設
さ
れ
、

わ
ず
か
四
－
五
㌫
な
が
ら
、

長
年
二

－
三

㌫
に

あ
る
救
育
費
を
こ

え
て
、

支
出
額

第
二

位
と
な
っ

て
い

る
の

が
目
を
ひ
く
程
度
で

あ
る
。

郡

部

歳

出

郡
部
歳
出
は
、

市
部
歳
出
よ
り
い
っ

そ
う
変
化
に

乏
し
い
。

金
額
で
は
一

〇
〇
万
円
か
ら
三
二

〇
万
円
に

膨
張
し
た
が
（
表
四
－

四
九
）、

市
部
の

場
合
と
ち
が
っ

て
、

こ

の

間
、

費
目
に
は
ま
っ

た
く
変
更
が
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、

各
費
目
の

構
成
比
を
み
て

も
、

あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
な
く
、

明
治
後
期
と
同
様
、

土
木
費
が
四
〇
－
六
〇
㌫
と
ほ
ぼ
過
半
を
占
め
、

警
察
費
・

県
債
費
が
ほ
ぼ
一

〇
数
㌫
ず

つ

で
こ

れ
に

次
ぎ
、

さ
ら
に

勧
業
関
係
費
・

郡
役
所
費
が
数
㌫
ず
つ

と
い
っ

た
と
こ

ろ
で
、

い

ず
れ
も
大
正
期
を
通
じ
て

あ
ま
り
変
化
が
な
い
。

た

だ
県
債
費
が
、

は
じ
め
一

〇
－
二

〇
㌫
を
占
め
て
い

た
の

に
、

後
半
に

な
る
と
金
額
も
多
少
小
さ
く
な
り
、

比
率
は
わ
ず
か
数
㌫
に

落
ち
込
ん
で
い

る
の

が
目
立
つ
。

お
そ
ら
く
、

明
治
末
期
に

集
中
的
に

発
行
し
た
公
債
の

償
還
が
進
ん
だ
う
え
に
、

大
規
模
起
債
を
必
要
と
す
る
災
害
が
少
な
か
っ

た
こ

と
な
ど
が
理
由
で

あ
ろ
う
。

同
様
に

災
害
が
少
な
か
っ

た
た
め
、

郡
部
歳
出
中
最
大
の

割
合
を
占
め
る
土
木
費
の

う
ち
、

災
害
復
旧
費
が
後
半

期
に

縮
小
し
た
の

ち
、

数
年
間
は
ゼ
ロ

に

な
っ

て
お
り
、

そ
れ
が
こ

の

時
期
の

郡
部
歳
出
の

負
担
を
軽
く
し
た
こ

と
は
疑
い

な
い
。

と
い

う
の

は
、

こ

の

費
目
は
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に

か
け
て
、

と
き
に

は
五

〇
－
六
〇
万
円
に

も
の

ぼ
っ

て

い

た
の

だ
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、

郡
部
歳
出
と
い
っ

て

も
、

連
帯
部
へ

納
入
す
る
市
郡
分
賦
負
担
額
は
、

こ

の

間
に

四
四
万
円
か
ら
二

六
〇
万
円
へ

と
六
倍
に
の

ぼ
り
、

歳

出
総
額
の

増
加
三
・

四
倍
を
大
幅
に
上
回
っ

て

い

る
。

こ

の

点
は
、

市
部
の

場
合
に
同
じ
よ
う
な
状
態
で

あ
り
（
市
郡
分
賦
負
担
額
四
・

一

倍
、

歳

出
総
額
三
・

四
倍
）、

前
述
し
た
と
お
り
、

こ
の

間
拡
充
さ
れ
た
連
帯
部
歳
出
を
ま
か
な
う
た
め
に
、

市
部
・

郡
部
の

負
担
が
大
き
く
増
加
し
た
こ

と
が
示
さ
れ
て

い

る
。

©神奈川県立公文書館



二

　
県
歳
入

連

帯

歳

入

連
帯
歳
入
は
、

例
外
的
に

土
木
費
の

国
庫
補
助
金
と

積
立
金
繰
入
が
大
き
く
て
、

一

〇
〇
万
円
を

こ

え
て

い

た
一

九
一

二
（
大
正
元
）
年
を
別
と

す
る
と
、

八
〇
万
円
か
ら
四
〇
〇
万

円
へ

と
、

と
く
に

後
半
期
に

増
加
し
て

い

る
（
表

四
－

五
〇
）。

な
か
で

上
昇
が
急
だ
っ

た

の

は
、

四
六
万
円
か
ら
二

八
〇
万
円
へ

と
六
倍

以
上
に

増
加
し
た
市
郡
分
賦
額
で

あ
る
。

こ

の

項
目
の

内
容
は
大
部
分
租
税
で

あ
っ

て
、

も
と
も
と
連
帯
歳
入
の

過
半
を
支
え
て

き
た

が
、

こ

の

間
さ
ら
に

比
率
を
高
め
て
い

る
。

な
お
、

前
期
と
後
期
と
を
く
ら
べ

て
、

あ
ま

り
構
成
に

違
い

は
な
い

が
、

県
債
収
入
や
わ

表4－50　連帯歳入

注　『神奈川県統計書』より作成
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ず
か
な
が
ら
国
庫
補
助
金
中
に

教
育
関
係
や
地
方
改
良
費
が
登
場
し
た

こ

と
が
目
立
つ
。

市

部

歳
入

市
部
歳
入
も
、

零
細
な
寄
付
金
、

納
付
金
が
加
わ
っ

た
以
外
、

新
し
い

構
成
変
化
は
な
い
（
表
四
－

五
一

）。

や
は
り
、

市
部
の

県
税
た
る
市
予
算
編
入
額
が
六
〇
㌫
を
占
め
、

連
帯

へ

納
入
す
る
こ

と
が
あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ

て
い

る
市
郡
部
連
帯
市
部
収

入
額
（
市
部
か
ら
連
帯
へ

納
入
す
る
の

は
こ

れ
だ
け
で

は
な
い

）
が

二

〇
㌫

弱
、

国
庫
か
ら
の

下
渡
金
・

補
助
金
・

補
給
金
が
一

〇
㌫
前
後
、

繰
越

金
が
一

〇
㌫
前
後
、

と
い
っ

た
と
こ

ろ
で
、

前
期
も
後
期
も
あ
ま
り
違

い

が
な
い
。

ち
な
み
に
、

国
庫
か
ら
支
給
さ
れ
る
資
金
は
、

下
渡
金
と

補
給
金
は
い

ず
れ
も
警
察
費
に

か
か
わ
る
も
の

で
、

補
助
金
は
市
衛
生

補
助
費
補
助
金
と
勧
業
費
補
助
金
か
ら
な
っ

て
い

る
。

な
お
、

一

九
二

〇（
大
正
九
）
年
以
降
、

市
部
歳
出
の

な
か
か
ら
土
木
費
が
消
え
た
こ

と

は
前
述
し
た
が
、

も
し
そ
の

際
推
測
し
て

お
い

た
よ
う
に
、

そ
れ
が
市

内
土
木
工
事
が
す
べ

て

横
浜
市
に

移
管
さ
れ
た
結
果
だ
と
す
れ
ば
、

そ

れ
を
裏
付
け
る
収
入
も
横
浜
市
に

移
管
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、

し

か
し
そ
れ
に
つ

い

て
の

資
料
は
え
ら
れ
ず
、

こ

の

前
後
の

数
字
を
み
る

表4－51　市部歳入

注　『神奈川県統計書』より作成
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限
り
で

は
そ
れ
ら
し
い

変
化
は
な
い

よ
う
に

み
え
る
。

郡

部

歳
入

郡
部
歳
入
は
二

〇
〇
万
円
前
後
か
ら
六
〇
〇
万
円
へ

と
三

倍
増
加
し
た
が
、

税
収
入
が
六
〇
㌫
前
後
、

税
外
収
入
が
四
〇
㌫
前
後

と
い

う
二

部
門
の

構
成
は
変
わ
ら
な
い
（
表
四
－

五
二

）。

税
収
入
の

内
部
で

は
、

地
租
割
と
戸
数
割
・

家
屋
税
が
第
一

・

二

位
を

占
め
続
け
、

構
成
比
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い

が
、

地
租
割
の

場
合
は
や
や
下
が
り
気
味
、

戸
数
割
は
停
滞
気
味
で

あ
る
。

こ

れ
に

た
い

し
て
、

こ

の

間

に

高
ま
っ

た
の

は
、

構
成
比
と
し
て

は
小
さ
い

が
、

雑
種
税
中
の

私
法
人
建
物
税
、

営
業
税
付
加
税
お
よ
び
、

表
に

は
掲
出
し
な
か
っ

た
が
、

自
転

車
税
・

不
動
産
取
得
税
な
ど
の

新
し
い

税
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、

私
法
人
建
物
税
は
前
期
の

二

万
円
か
ら
後
期
の
二

〇
万
円
、

営
業
税
付
加
税
も
四

万
円
か
ら
三

九
万
円
へ

そ
れ
ぞ
れ
一

〇
倍
も
の

増
加
を
記
録
し
、

構
成
比
も
そ
れ
ぞ
れ
一

↓
三

㌫
、

二

↓
六
㌫
へ

と
三
倍
増
と
な
る
。

大
正
期
の

産

業
発
展
が
、

郡
部
税
収
入
に
は
、

こ

う
い

う
か
た
ち
で

反
映
し
て
い

る
の

で

あ
る
。

こ

れ
ら
に

た
い

し
て
、

伝
統
的
な
営
業
税
や
雑
種
税
の

車
税
・

芸

妓
税
な
ど
は
、

地
租
割
な
ど
と
同
じ
く
、

金
額
も
比
率
も
停
滞
し
て
い

る
。

そ
の

た
め
、

た
と
え
ば
長
い

間
雑
種
税
中
最
大
の

収
入
を
あ
げ
て

き
た

車
税
は
、

一

九
一

九
年
に

な
っ

て

も
そ
れ
ま
で
の

収
入
と
大
差
な
い

九
万
円
弱
に

と
ど
ま
り
、

不
動
産
取
得
税
（
前
年
ま
で
の

水
準
に

比
し
て
、

こ

の

年
い

っ

挙
に
三

倍
の
一

九
万
円
に

増
加
し
た

）
に

第
一

位
を
ゆ
ず
り
、

二
二

年
に
は

私
法
人
建
物
税（
前
年
に
比
し
、

二

倍
以
上
増
収
と
な
っ

た

）に
大
幅
に

追
い

越
さ
れ
、

自
転
車
税
に

も
ほ
と
ん
ど
追
い

つ

か
れ
る
こ

と
と
な
っ

た
。

ま
た
金
額
は
と
も
か
く
、

大
正
期
に

新
し
く
採
用
さ
れ
た
税
を
み
る
と
、

電

柱
税
（
一

九
一

七
年
、

『
資
料
編
』16

近
代
・

現
代
（6）
二
三
二

）、

水
力
発
電
用
動
力
税
（
一

九
一

八
年
、

同
書
二
三
五

）、

芝
居
茶
屋
税
（
一

九
一

八
年
）、

屠
畜
税

（
一

九
一

九
年
）、

倉
庫
税
、

鉱
業
税
（
一

九
二

〇
年
）、

遊
興
税
・

遊
船
宿
税
・

幇
間
税
（
一

九
二
一

年
）
な
ど
で

あ
り
、

一

方
、

廃
止
さ
れ
た
の

は
乗

馬
税
・

芝
居
茶
屋
税
（
一

九
一

九
年
）、
水
力
発
電
用
動
力
税
（
一

九
二

〇
年
）
な
ど
で
あ
る
。

い

く
つ

か
は
試
行
錯
誤
的
に

採
用
さ
れ
て

す
ぐ
廃
止
さ

れ
て
い

る
が
、

残
っ

た
も
の

で

あ
る
程
度
は
収
入
を
あ
げ
て
い

る
の

は
、

い

ず
れ
も
新
し
い

産
業
に

対
応
し
た
も
の

で

あ
っ

た
と
い
っ

て
よ
い
。

©神奈川県立公文書館



表4－52　郡部歳入

注　『神奈川県統計書』より作成
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三
　
郡
財
政

歳

入

出

前
述
の

と
お
り
、

郡
制
は
一

九
二
一

（
大
正
十
）
年
法
律
第
六
三

号
を
も
っ

て

廃
止
さ
れ
た
（
た
だ
し
、

施
行
は
二

三

年
四
月
一

日

）。

存
続
し
て
い

た
時
で

も
、

郡
は
そ
れ
自
体
と
し
て

あ
ま
り
み
る
べ

き
活
動
を
し
て

い

た
と
は
い

え
ず
、

そ
れ
が
廃
止
理
由
と
な
っ

た
の

で

あ
っ

た
が
、

し
か
し
、

と
も
か
く
二

〇
年
に
わ
た
っ

て

地
方
財
政
の
一

環
を
な
し
て

き
た
こ

と
に

変
わ
り
は
な
い
。

そ
こ

で
、

こ

こ

で
は
、

最
後
の

時
期
と
い

え
る
一

九
二

〇
年
の

県
内
各
郡
の

財
政
の

状
況
を
『
神
奈
川
県
統
計
書
』
に

よ
っ

て

示
し
て

お
く
こ

と
に

す
る
。

歳
入
の

表
（
表
四
－

五
三

）
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

郡
財
政
の

規
模
は
表
に

示
さ
れ
た
一

六
－
二

〇
年
の

五
か
年
間
に
一

四
万
円
か
ら
四
〇
万
円
近

く
へ

と
膨
張
し
て
い

る
。

こ

の

間
、

県
財
政
は
前
掲
表
四
－

四
五
に

示
し
た
と
お
り
、

二

三

〇
↓
七
〇
〇
万
円
と
な
っ

て
お
り
、

重
複
を
無
視
し
て

い

え
ば
、

郡
財
政
は
県
財
政
の

六
㌫
程
度
に

当
た
っ

て
い

た
こ

と
に

な
る
。

ま
た
一

方
、

『
県
統
計
書
』
に

よ
っ

て

市
町
村
の

方
を
み
る
と
、

二

〇

年
の

財
政
規
模（
歳
入

）
は
横
浜
市
一

〇
〇
〇
万
円
余
、

横
須
賀
市
七
七
万
円
、

町
村
が
七
九
〇
万
円
で

合
計
一

九
〇
〇
万
円
余
で

あ
る
か
ら
、

郡
は

市
町
村
の

二

㌫
に

当
た
っ

て
い

る
に

す
ぎ
ず
、

町
村
だ
け
と
り
出
し
て

も
そ
の

五
㌫
に

当
た
る
に
と
ど
ま
る
。

神
奈
川
県
に

お
い

て

も
、

日

本
全
体

と
同
じ
く
、

郡
は
や
は
り
弱
体
だ
っ

た
と
評
せ
ざ
る
を
え
ま
い
。

そ
の

点
は
、

歳
入
の

構
成
に

最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い

る
。

と
い

う
の

は
、

二

〇

年
の

郡
の

歳
入
三

八
万
円
の

七
七
㌫
に

当
た
る
二

九
万
円
は
各
町
村
分
賦
額
に
、

一

一

㌫
に

当
た
る
四
万
円
余
は
国
・

県
補
助
金
に

依
存
し
て
い

る

か
ら
、

合
計
す
れ
ば
九
〇
㌫
ほ
ど
が
い

わ
ば
依
存
財
源
な
の

で

あ
る
。

ち
な
み
に
、

県
内
で

最
大
規
模
の

郡
は
橘
樹
郡
の

六
万
円
、

最
小
は
久
良
岐

郡
五

〇
〇
〇
円
で

あ
る
。

歳
出
面
（
表
四
－

五
四

）
で
は
、

経
常
・

臨
時
部
を
合
わ
せ
て

勧
業
費
一

一

万
円
（
三
二

㌫
）、
勧
業
補
助
費
三

万
円
（
八
・

九
㌫

）
が
大
き
く
、

土
木
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表4
－53
　
各
郡
歳
入
（1920

年
）

注

　『
神
奈
川
県
統
計
書
』
よ
り
。

円
未
満4

捨5

入
。
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表4

－54

　
各
郡
歳
出
（1920

年
）
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注

　『
神
奈
川
県
統
計
書
』
よ
り
。

円
未
満4

捨5

入
。
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費
九
万
円
（
二
二
・

二

㌫
）、

教
育
費
四
万
円
（
一

一

・

一

㌫
）、
教
育
補
助
費
二

万
円
（
四
・

九
㌫
）
な
ど
が
こ

れ
に

次
ぐ
代
表
的
な
支
出
費
目
で

あ
り
、

こ

れ
ら
勧
業
・

土
木
・

教
育
の

三

分
野
だ
け
で
八
〇
㌫
を
占
め
て
い

る
。

と
い

う
こ

と
は
、

一

方
で
は
土
木
・

教
育
・

警
察
お
よ
び
勧
業
の

諸
費
を

中
心
と
す
る
県
と
、

他
方
で

は
教
育
費
が
大
半
を
占
め
る
市
町
村
と
の

間
に

あ
っ

て
、

郡
が
何
ら
か
独
自
で

特
殊
な
機
能
を
果
た
し
て

は
い

な
か
っ

た
こ

と
を
物
語
る
も
の

と
い
っ

て

よ
い
。

も
っ

と
も
、

そ
の

点
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、

同
じ
費
目
で

も
、

県
・

郡
・

町
村
の

間
で

ど
の

よ
う
に

業

務
が
分
担
さ
れ
て
い

た
の

か
、

そ
の

財
源
は
ど
こ

か
ら
き
た
か
な
ど
、

全
体
と
し
て
の

資
金
の

流
れ
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、

『
県
統
計

書
』
か
ら
で
は
、

こ

れ
以
上
立
ち
入
っ

た
解
明
は
望
み
え
な
い
。

し
か
し
、

前
述
の

よ
う
な
郡
の

財
源
構
成
と
経
費
構
成
か
ら
し
て
、

右
の

よ
う
な

推
測
が
ほ
ぼ
確
か
で

あ
ろ
う
こ

と
は
疑
い

な
い
で

あ
ろ
う
。
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執
筆
分
担
一

覧（
掲
載
順
・

昭
和
五
十
六
年
二

月
一

日
現
在

）

安
藤
　
良
雄
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

は
じ
め
に

　
総
説

丹
羽
　
邦
男
（
神
奈
川
大
学
教
授
）

第
一

編
第
一

章
　
第
三

章
　
第
二

編
第
一

章
第
一

節
　
第
三

編
第
二

章

三

和
　
良
一

（
青
山
学
院
大
学
教
授
）

第
一

編
第
二

章
第
一

節
　
第
二

編
第
二

章
第
二

節
　
第
三

編
第
三

章
第
一

節
　
第
四
編
第
二

章
第
一

節

山
本
　
弘
文
（
法
政
大
学
教
授
）

第
一

編
第
二

章
第
二

節
　
第
二

編
第
一

章
第
二

節
　
第
二

章
第
一

節
三

項
　
四
項
　
五

項
　
第
三

編

第
一

章
第
一

節
　
第
四
章
第
二

節
　
第
四
編
第
一

章
第
一

節
三

項
　
第
二

節
三

項

原
田
　
勝
正
（
和
光
大
学
講
師
）

第
一

編
第
二

章
第
三

節
　
第
二

編
第
二

章
第
一

節
一

項
　
二

項
　
第
三

編
第
四
章
第
一

節
　
第
四
編

第
二

章
第
三

節

林

　
健
久
（
東
京
大
学
教
授
）

第
一

編
第
四
章
　
第
二

編
第
三

章
　
第
三

編
第
五
章
　
第
四
編
第
四
章

寺
谷
　
武
明
（
横
浜
市
立
大
学
教
授
）

第
二

編
第
一

章
第
三

節
　
第
三

編
第
一

章
第
二

節
　
第
四
章
第
三

節
　
第
四
節
　
第
四
編
第
一

章
第

一

節
一

項
　
二

項
　
第
二

節
一

項
　
二

項
　
第
二

章
第
二

節

小
林
　
謙
一

（
法
政
大
学
教
授
）

第
二

編
第
一

章
第
四
節
　
第
三

編
第
一

章
第
三

節
　
第
四
編
第
一

章
第
三

節

原

　
司
郎
（
横
浜
市
立
大
学
教
授
）

第
二

編
第
二

章
第
三

節
　
第
三

編
第
三

章
第
二

節
　
第
三

節
　
第
四
編
第
三

章
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1911

（明治44）

1912

（

明治45
大正1

）

1913

（大正2）

1914

（〃3）

1915

（〃4）

1916

（〃5）

1917

（〃6）

1918

（〃7）

6－10　耕地整理及び土地改良奨励規則公布

10－1　（株）日本蓄音器商会設立

10－30　江之島電気鉄道，藤沢－鎌倉小町間全通

9－2　臨港鉄道，横浜新港－横浜間開通

11－1　横浜・吉田橋開橋（初のコンクリート橋）

3－31　横須賀海軍工廠，わが国最初のド級戦艦

「河内」を完成

4－1　県水産試験場設置

6－8　日本鋼管（株）設立

6－　富士屋自働車（株），横浜－宮ノ下間バス路線

の営業を開始

8－　鶴見埋立組合，鶴見埋立工事着手

8－1　糸価大暴落，横浜生糸市場後場休会

9－2　横浜で全国蚕糸同業者協議会開催，操業短

縮を決議（朝夕の操業廃止など）

12－20　東京－高島町（横浜）間に電車運転開始

3－20　横浜に帝国蚕糸（株）創立

9－27　横須賀海軍工廠創立50周年祝典挙行

11－3　津久井織物同業組合創立総会開催

4－15　（株）横浜造船所設立（12月（株）浅野造船所と改

称，’40－10　日本鋼管（株）へ合併）

6－21　日本郵船（株），パナマ経由東航ニューヨーク

航路を開設，第1船対馬丸，横浜を出港

5－5　信州純水館，茅ケ崎製糸場操業開始

6－17　東海道本線貨物支線，鶴見－高島間，東神

奈川－高島間間通

9－　横浜に日本輸出真田同業組合連合会設立

9－　湘南電気鉄道（株）設立

12－1　横浜港大桟橋（俗称イギリス波止場）延長

改修工事終了，横浜築港第2期工事（新港ふ頭
造成・大桟橋改修）完了

12－2　神中軌道（株）（’19－5　神中鉄道と改称）設立

12－28　日本郵船（株），南洋線（横浜－南洋群島）を

開設，第1船秋田丸，横浜を出港

1－18　半原撚糸同業組合設置認可

3－25　日米船鉄交換の契約成立（第1次）

5－　（株）内田造船所（（株）横浜鉄工所が改称）設立
8－1　横浜第七十四銀行，茂木銀行と合併，七十
四銀行と改称

11－7　横浜で全国蚕糸業者大会開催

12－9　大阪商船（株），横浜－ロンドン線を開設

3－　工場法公布

3－　蚕糸業法公布

7－30　大正と改元

2－　大正政変

8－　第1次世界大戦に

参加

7－　製鉄業奨励法公布

9－　金輸出禁止

10－　株式市場大暴落

4－　軍需工業動員法公

布

7－　米騒動ぼっ発

11－　第1次世界大戦終

結
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1899

（明治32）

1900

（〃33）

1901

（〃34）

1902

（〃35）

1903

（〃36）

1904

（〃37）

1905

（〃38）

1906

（〃39）

1907

（〃40）

1908

（〃41）

1909

（〃42）

1910

（〃43）

1－21　大師電気鉄道，六郷橋－大師河原間開業

2－18　原合名会社設立

5－2　横浜船渠会社開渠式挙行

2－1　横浜手形交換所開業

3－20　小田原電気鉄道（馬車鉄道が改称），国府

津－湯本間電車運転

11－15　インターナショナル＝オイル＝カンパニ

ー，横浜に設立（’07　日石（株）が買収）

2－　橘樹郡田嶋村地先海面埋立工事に着手

4－30　稲作改良方法の励行を訓令

8－1　中央線，八王子－上野原間開通

4－　半原撚糸同盟組合結成

9－1　江之島電気鉄道　藤沢－片瀬間開業

10－15　浦賀船渠建造，第1号「ロンブロン」進水

9－9　芦ノ湖用水水利事件調停

11－6　横須賀鎮守府造船廠を横須賀海軍工廠に

改組

12－23　県下第一の耕地整理（厚木町）出願

6－25　（株）芝浦製作所創立総会開催

7－15　横浜電気鉄道，神奈川－大江橋間に市内

電車の営業開始

12－　煙草専売局秦野試験場設置

5－15　横須賀海軍工廠，国産最初の戦艦「薩摩」

を起工（’06－11－15　進水）

12－24　京浜電気鉄道（大師電鉄が改称），品川－

神奈川間全通

4－20　県製糸同業組合創立会開催

8－4　湘南馬車鉄道，二宮－秦野間開通

9－28　耕地整理及土地改良奨励規則制定

12－30　箱根水力電気会社創立総会開催

2－23　麒麟麦酒（株）創立総会開催（2－28　設立登記）

3－1　日清製粉（株）創立総会開催

4－　二宮に県農事試験場園芸部設置

9－23　横浜鉄道，東神奈川－八王子間開業

12－　（合）鈴木製薬所（のちの味の素（株））逗子工場で

「味の素」製造を開始

この年，浅野総一郎ら鶴見埋立組合を設立

5－1　味の素，市販開始

11－26　箱根物産同業組合設立許可

1－15　第1回神奈川県海苔品評会開催

3－　富士瓦斯紡績（株）保士ケ谷工場設置

3－　新商法公布

3－　耕地整理法公布

6－　農会法公布

3－　産業組合法公布

2－　八幡製鉄所操業開

始

4－　漁業法公布

3－　日本興業銀行設立

2－　ロシアに宣戦布告

4－　煙草専売法公布

1－　塩専売法公布

9－　日露講和条約調印

3－　鉄道国有法公布

4－　水利組合法公布

10－　三井合名会社創立

11－　帝国農会設立
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1892

（明治25）

1893

（〃26）

1894

（〃27）

1895

（〃28）

1896

（〃29）

1897

（〃30）

1898

（〃31）

1－13　横浜貿易商組合，共同倉庫を設立・開業

6－6　東京内湾神奈川県地方漁業組合横浜地方組
合設立

9－1　横浜蚕糸貿易商組合設立

3－23　横浜港防波堤崩壊事故（7－7　工事中止）
4－1　多摩3郡を東京府へ移管

9－　川崎・当麻辰次郎，梨の新種を育成し，長
十郎梨と命名

11－7　日本郵船，神戸－ボンベイ航路を開設

（’96－8－26　起点を神戸から横浜へ延長）

12－　横浜蚕糸外四品取引所設立認可

2－20　横浜築港大桟橋完成

3－21　横浜四品取引所設立認可（7－1　開業）

3－　横浜外人生糸屑糸商組合設立

2－　横浜築港防波堤工事再開

7－13　豆相人車鉄道，熱海－吉浜間開業（’92－3　

熱海－小田原間全線開通）

8－30　横浜商業会議所（’80　設立の横浜商法会議

所の改組）設立認可

9－1　左右田銀行設立認可（9－19　開業）

11－29　神奈川県農会発会式挙行

3－15　日本郵船（株），欧洲航路（横浜－ロンドン－

アントワープ間）開設，第1船土佐丸横浜を出港

4－1　横浜生糸検査所開所

4－1　神奈川県農事試験場設置

7－　東洋汽船（株）設立

7－　横浜港築港第1期工事竣工

8－1　日本郵船（株），北米航路（神戸－横浜－シア

トル間）開設

9－28　浦賀船渠（株）創立（10－22　設立認可）

10－3　日本郵船（株），濠洲航路（横浜－メルボルン

間）開設，第1船山城丸横浜を出港

4－19　株式組織横浜商品取引所設立

9－24　横須賀鎮守府造船部（横須賀造船所が改

称）を造船廠に改組

1－1　秦野葉煙草専売所開設

3－3　神奈川県農工銀行設立

8－　足柄蜜柑改良組合結成

11－1　石川島造船所浦賀分工場開業

12－　東洋汽船，北米航路（香港－横浜－サンフ

ランシスコ間）開設

7－　日英改正通商航海

条約調印

8－　清国に宣戦布告

4－　日清講和条約調印

3－　航海奨励法・造船

奨励法公布，葉煙草専

売法公布

4－　農工銀行法公布

3－　蚕種検査法公布

4－　森林法公布

10－　金本位制実施

12－　地租増徴法可決
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